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（
内
閣
委
員
会
）

消
費
者
契
約
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
四
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
情
報
の
質
及
び
量
並
び
に
交
渉
力
の
格
差
に
か
ん
が
み
、
事
業
者
等
の
一
定
の

行
為
に
よ
る
消
費
者
の
被
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
、
適
格
消
費
者
団
体
が
事
業
者
等
に
対
し
そ
の
差
止
め
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
適
格
消
費
者
団
体
の
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
認
定
等
の
制
度
及
び
差
止
請
求

に
係
る
訴
訟
手
続
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
目
的

法
律
の
目
的
に
、
消
費
者
の
被
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
適
格
消
費
者
団
体
が
事
業
者
等
に
対
し
差
止
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
を
加
え
る
。

二
、
定
義

「
適
格
消
費
者
団
体
」
と
は
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
消
費
者
の
利
益
の
た
め
に
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
差
止
請
求
権
を

行
使
す
る
の
に
必
要
な
適
格
性
を
有
す
る
法
人
で
あ
る
消
費
者
団
体
と
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
者
を
い

う
。
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三
、
差
止
請
求
権

適
格
消
費
者
団
体
は
、
事
業
者
等
が
不
特
定
か
つ
多
数
の
消
費
者
に
対
し
て
消
費
者
契
約
法
に
規
定
す
る
不
当
勧
誘
行
為

又
は
不
当
条
項
を
含
む
消
費
者
契
約
の
締
結
を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
一
定
の
場
合
を
除
き
当
該

行
為
の
差
止
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
適
格
消
費
者
団
体
の
認
定

内
閣
総
理
大
臣
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
又
は
公
益
法
人
で
あ
る
こ
と
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
消
費
者
の
利
益
の
擁
護

を
図
る
た
め
の
活
動
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
、
現
に
そ
の
活
動
を
相
当
期
間
に
わ
た
り
継
続
し
て
適
正
に
行
っ

て
い
る
こ
と
等
の
要
件
に
適
合
し
て
い
る
者
を
、
そ
の
申
請
に
基
づ
き
、
適
格
消
費
者
団
体
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

五
、
適
格
消
費
者
団
体
の
差
止
請
求
関
係
業
務

適
格
消
費
者
団
体
は
、
差
止
請
求
に
係
る
業
務
を
行
う
に
際
し
て
は
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
消
費
者
の
利
益
の
た
め
に
差

止
請
求
権
を
適
切
に
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
所
要
の
事
項
の
情
報
開
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
を

規
定
す
る
。
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六
、
適
格
消
費
者
団
体
の
監
督

内
閣
総
理
大
臣
は
、
適
格
消
費
者
団
体
に
対
し
て
必
要
な
監
督
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

七
、
訴
訟
手
続
等
の
特
例

適
格
消
費
者
団
体
は
、
被
告
と
な
る
べ
き
事
業
者
等
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
書
面
に
よ
る
差
止
請
求
を
し
、
そ
の
到
達

時
か
ら
一
週
間
経
過
後
で
な
け
れ
ば
差
止
め
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
訴
訟
手
続

に
つ
き
、
訴
額
、
管
轄
、
移
送
・
併
合
等
に
関
す
る
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

八
、
施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
差
止
請
求
に
係
る
訴
え
は
、
消
費
者
契
約
法
に
規
定
す
る
不
当
な
行

為
が
あ
っ
た
地
を
管
轄
す
る
裁
判
所
に
も
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。


